
平
成

１
６

年
１

０
月

１
３

日
代

表
者

会
議

了
承

平
成

１
９

年
９

月
１

１
日

代
表

者
会

議
一

部
改

正
平

成
２

４
年

３
月

１
６

日
代

表
者

会
議

一
部

改
正

平
成

年
月

日
  
 代

表
者

会
議

一
部

改
正

本
会

議
等

開
催

中
休

会
・
閉

会
中

大 規 模 地 震 発 生 前

「
東

海
地

震
注

意
情

報
」

又
は

「
東

海
地

震
予

知
情

報
」
（
警

戒
宣

言
）
が

発
表

さ
れ

た
と

き

（
本

会
議

）
議

長
は

、
た

だ
ち

に
延

会
を

宣
告

す
る

。
(委

員
会

等
）

委
員

長
等

は
、

た
だ

ち
に

委
員

会
等

を
閉

会
す

る
。

(議
員

の
対

応
）

正
副

議
長

は
在

庁
し

、
議

会
の

対
応

を
総

括
す

る
。

他
の

議
員

は
退

庁
し

、
不

急
の

外
出

は
見

合
わ

せ
、

自
宅

等
で

待
機

す
る

。

  
正

副
議

長
は

登
庁

し
、

議
会

の
対

応
を

総
括

す
る

。
他

の
議

員
は

、
不

急
の

外
出

は
見

合
わ

せ
、

自
宅

等
で

待
機

す
る

。

県
内

に
お

い
て

震
度

５
弱

の
地

震
が

発
生

し
た

と
き

（
本

会
議

）
議

長
は

暫
時

休
憩

し
、

議
会

運
営

委
員

会
に

諮
り

、
延

会
又

は
継

続
を

決
定

す
る

。
(委

員
会

等
）

委
員

長
等

は
、

閉
会

又
は

議
事

の
継

続
を

決
定

す
る

。
（
延

会
し

た
場

合
の

議
員

の
対

応
）

正
副

議
長

は
在

庁
し

、
議

会
の

対
応

を
総

括
す

る
。

他
の

議
員

は
退

庁
し

、
不

急
の

外
出

は
見

合
わ

せ
、

自
宅

等
で

待
機

す
る

。

正
副

議
長

は
、

被
害

状
況

等
に

応
じ

て
必

要
と

認
め

る
場

合
に

は
登

庁
し

、
議

会
の

対
応

を
総

括
す

る
。

震
度

５
弱

の
市

町
を

選
挙

区
に

含
む

議
員

及
び

震
度

や
選

挙
区

に
関

わ
ら

ず
被

害
の

あ
る

議
員

は
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

定
め

る
方

法
に

よ
り

、
速

や
か

に
事

務
局

に
安

否
を

報
告

す
る

。

県
内

に
お

い
て

震
度

５
強

以
上

の
地

震
が

発
生

し
た

と
き

（
本

会
議

）
議

長
は

、
た

だ
ち

に
延

会
を

宣
告

す
る

。
(委

員
会

等
）

委
員

長
等

は
、

た
だ

ち
に

委
員

会
等

を
閉

会
す

る
。

(議
員

の
対

応
）

正
副

議
長

は
在

庁
し

、
議

会
の

対
応

を
総

括
す

る
。

他
の

議
員

は
退

庁
し

、
不

急
の

外
出

は
見

合
わ

せ
、

自
宅

等
で

待
機

す
る

。

正
副

議
長

は
登

庁
し

、
議

会
の

対
応

を
総

括
す

る
。

他
の

議
員

は
、

不
急

の
外

出
は

見
合

わ
せ

、
自

宅
等

で
待

機
す

る
。

す
べ

て
の

議
員

は
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

定
め

る
方

法
に

よ
り

、
速

や
か

に
事

務
局

に
安

否
を

報
告

す
る

。

県
内

に
お

い
て

震
度

５
弱

以
上

の
地

震
発

生
後

大
規

模
地

震
に

関
す

る
申

し
合

わ
せ

（
改

正
案

）

議
会

事
務

局
は

、
東

海
地

震
に

関
す

る
注

意
情

報
又

は
予

知
情

報
及

び
地

震
発

生
時

の
被

害
状

況
、

救
援

・
救

護
体

制
、

緊
急

対
策

等
の

情
報

を
防

災
情

報
シ

ス
テ

ム
等

か
ら

入
手

し
、

原
則

と
し

て
Ｆ

Ａ
Ｘ

に
よ

り
全

議
員

へ
提

供
す

る
。

地
震

発
生

の
日

か
ら

起
算

し
て

５
日

目
の

午
後

１
時

か
ら

代
表

者
会

議
を

開
催

し
、

議
会

の
対

応
を

協
議

す
る

。
（
自

動
招

集
）

  
議

長
は

、
代

表
者

会
議

を
開

催
す

る
必

要
が

な
い

と
認

め
る

場
合

又
は

開
催

日
時

や
場

所
を

変
更

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
旨

、
関

係
者

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
他

の
議

員
は

、
議

会
と

し
て

の
対

応
が

決
定

さ
れ

る
ま

で
の

間
、

原
則

と
し

て
地

域
に

お
い

て
被

災
状

況
の

把
握

等
、

災
害

対
策

活
動

に
あ

た
る

。

議
員

は
、

下
表

の
区

分
に

よ
り

、
こ

の
申

し
合

わ
せ

及
び

議
長

が
別

に
定

め
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

し
た

が
っ

て
行

動
す

る
。

三
重

県
沿

岸
に

津
波

警
報

が
発

令
さ

れ
た

場
合

は
、

震
度

５
弱

、
三

重
県

沿
岸

に
大

津
波

警
報

が
発

令
さ

れ
た

場
合

は
、

震
度

５
強

の
地

震
が

発
生

し
た

場
合

に
準

じ
て

原
則

行
動

す
る

。

大 規 模 地 震 発 生 後




